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環境面・経済面・社会面で持続可能な交通を目指すうえで，公共交通を重視した交通体系を実現す

ることはきわめて重要なものとなっている．本研究は，「金沢大学地区金沢バストリガー協定」（金沢バ

ストリガー方式）に基づく金大100円バスの利用実態調査や運行体系から，交通事業者や自治体の持続可

能な地域交通に向けたバストリガー方式の有用性を検討した．その結果，バスの利用促進や利便性向上に

大きな効果があった．一方，協定に関する柔軟な協議体制の構築や運輸に関する法律に準拠し協定を締結

する必要がある． 
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1. はじめに 

 

わが国では，高度経済成長を機に，多くの道路，鉄道，

空港，港湾等の交通インフラが整備され経済発展を遂げ

てきた反面，資源やエネルギーの大量消費，大気汚染や

地球温暖化の環境問題等が我々の生活や社会に大きな影

響を及ぼしてきた．こうした中，1987年，国連の環境と

開発に関する世界委員会によって，「将来の世代の欲求

を満たしつつ，現在の世代の欲求も満足させるような開

発」という持続可能な開発という概念が定義され1)，環

境保全を考慮した開発を重要視する考えが世界に広く受

け入れられた． 

交通分野においては，環境面・経済面・社会面で持続

可能な交通を目指すうえで，公共交通を重視した交通体

系を実現することはきわめて重要なものとなっている．

しかし，近年，過疎地を含む地方都市では，モータリー

ゼーションの進展に伴い，公共交通の利用者は減尐し，

公共交通の自立採算に基づく経営が困難となるなど，持

続可能な交通を実現する上での課題のひとつとなってい

る． 

 例えば，自治体は，厳しい財政状況の中でのコミュニ

ティバスの運営費用の大きな負担，民間事業者は，赤字

路線の撤退や減便が問題となっている．さらに，公共交

通が撤退した交通空白地や交通不便地域では，住民のニ

ーズに即した効率的な公共交通サービスの提供を目的と

した住民が主体となってバスを運営する住民参加型バス

が，佐井村（青森県），市原市（千葉県），舞鶴市（京

都府），山口市（山口県），新潟市（新潟県）等，数多

くの地域で導入されている2)一方で，地域住民のボラン

タリー的な活動に頼らざるを得ず，継続的な運営資金の

調達が課題となっている3) ,4)．持続可能な交通を目指す

には，公共交通サービスの利便性向上を図るだけでなく，

経済面での安定した公共交通サービスの提供が必要であ

る．地方都市において，安定した公共交通サービスの提

供は，最も難しい課題であるとともに，地域の生活交通

を支える重要な問題である． 

 一方，公共交通の衰退に悩む地方都市において，安定

した公共交通サービスの提供と利便性の向上は，交通事

業者のジレンマにより実現を阻んでいる現状がある．交

通事業者のジレンマは，「公共交通の利用者減尐を食い

止め，サービスの向上を図るために，運行便数を増やし

たとしても，利用者数が増加しなければ，交通事業者に
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とって，大きな負担となってしまうこと」，逆に，「運

行費用にかかる赤字を軽減するために，運行便数を減ら

した場合，利用者はさらなる不便さを感じ，利用者数の

減尐につながる悪循環に陥ってしまうこと」である．交

通事業者のリスクを軽減し，交通事業者のジレンマを解

消する施策が必要である． 

 バストリガー方式は，交通事業者のジレンマを解消し，

安定した公共交通サービスの提供と利便性の向上を図る

ことで，今後の持続可能な地域交通を支える施策のひと

つとして期待されている．金沢市では，全国に先駆けて

バストリガー方式を導入しており，環境的に持続可能な

交通，EST（Environmentally Sustainable Transport）施策とし

ても注目されている5)． 

 本研究は，「金沢大学地区金沢バストリガー協定」

（以下，金沢バストリガー方式）を事例として，バスト

リガー方式の有用性を検討し，交通事業者や自治体の持

続可能な地域交通の一助となることを目的とする． 

 

2. バストリガー方式の概要 

 

(1) バストリガー方式 

 バストリガー方式は，交通事業者が，バストリガー協

定を利用者等と締結し，バス運賃の引き下げや路線新設

等の際，バストリガー協定時に設定された採算ラインを

上回った場合，新規公共交通サービスが継続，下回った

場合，新規公共交通サービスを廃止する仕組みである．

さらに，トリガー（引き金）の動きになぞらえ「目標が

達成できなければ元に戻す」ということを伊吾としてい

るが，公共交通活性化の「引き金」となって欲しいとい

う思いも込められているという6)． 

バストリガー方式の導入によって，交通事業者の経営

リスクを抑え，公共交通サービスの利便性向上を図るこ

とにより，交通事業者と交通利用者のwin-winの関係を

構築しながら，持続的な地域交通の確保が期待されてい

る．さらに，バストリガー方式によって導入された公共

交通サービスは，利用者の増減によって，継続あるいは

廃止が決定されるパイロット的な要素を有するため，利

用者の公共交通サービスに対する持続的な意識づけの効

果が期待される．そのため，交通事業者は，利用者に対

して，採算ラインの達成状況等を情報公開することが重

要である． 

図-1に，バストリガー方式のPDCAサイクルを示す．

サイクル期間は，おおよそ1年間である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 金沢バストリガー方式 

金沢大学地区バストリガー協定（金沢バストリガー方

式）は，平成18年2月に金沢市の仲介により，金沢大学

と北陸鉄道の間で締結され，同年4月から5年間の実証実

験として始まった．新規の公共交通サービスは，金沢大

学周辺地区（バストリガーバス停区間）のバス運行運賃

を170円～200円から100円に引き下げるもの（以下，金

大100円バス）である．採算ラインは，金沢バストリガ

ー方式導入前年度である平成17年度のICカード（ICa）

による運賃収入額とし，採算ライン（目標ICa利用者

数）を上回れば，金大100円バスが継続され，下回れば

従前の運賃に戻るものである．なお，金沢大学の学生以

外でも金大100円バスを利用することが可能である． 

5年間の実証実験では，各年度において，設定された

採算ラインを大きく上回り，実証実験期間内で金大100

円バスは継続された6)．しかし，実証実験が終了後，交

通事業者は，金大100円バスの運営により，経営圧迫が

生じ，金大100円バスの継続を断念した．その理由は，

確かにICa利用者数は大幅に増加したが，バス利用者数

が増加した分，バスダイヤの増便も必要となり，運行経

費の増大が運賃収入の増加分を上回り，その結果として

赤字額の増大を招く結果となったからである．それで，

新たなバストリガー協定の締結により，「トリガー実験

定期券」方式による新バストリガー方式が導入されるこ

ととなった． 

 

3. 金沢バストリガー方式の導入効果と課題 

 

 持続可能な地域交通に向けたバストリガー方式の有用

性について，金沢バストガー方式の導入による公共交通

の利用促進効果や交通事業者の経営面における課題から

検討する． 

 

 (1) 調査概要 

 金沢バストリガー方式の導入による公共交通の利用促 

進効果を検討するため，金沢大学の角間キャンパスに通

学する学生を対象に，金大100円バスの利用実態と利便

図-1 バストリガー方式のPDCAサイクル 

Plan （計画・バストリガー協定） 

Do （実施・導入および情報公開） 

Check （評価・次年度の継続検討） 

Act （改善・必要に応じ協議） 
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図-3 金大 100円バスの廃止によるバス利用への影響 

性評価についてアンケート調査を実施した．表-1に，ア

ンケートの調査項目を示す． 

 一方，金沢バストリガー方式の導入による交通事業者

の経営的な課題を検討するため，金大100円バスの運行

体系の実態を調査した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 金大100円バス導入による公共交通の利用促進効果 

 アンケート調査は，平成22年6月に実施し，配布枚数

838枚に対する回収率は，95.3%であった．アンケート回

答者の学年別構成比は，1年生30%，2年生14%，3年生

17%，4年生25%，修士1・2年生14%となった．以下に，

アンケート調査から得られた結果を示す． 

 金大100円バスの認知度は，全体の92％であった． 

 図-2に，学年別のバス利用者割合を示す．1年生から3

年生が週に数回以上バス通学する割合（金大100円バス

区間外も含む）は，約半数であった．さらに，進級に伴

い，バス利用率が低下する傾向が示された．大学4年時

以降は，大学内駐車場の駐車許可証が発行可能となり，

クルマへモーダルシフトするものと考えられる． 

図-3に，金大100円バスの廃止によるバス利用への影

響を示す．およそ75％の金大100円バス利用者が，金大

100円バス廃止後に通学時のバス利用頻度が減尐すると

答えた．また，金大100円バスを利用しなくなった場合，

およそ8割の学生が，自転車や徒歩にモーダルシフトす

ると答えた．このことにより，金大100円バスが，バス

利用促進のインセンティブとして大きく寄与していると

考えられる． 

図-4に，金大100円バス利用者による利便性評価の結

果を示す．評価は，5段階評価（1：全く満足していない

～5：非常に満足している）とする．相対的に比べると，

運賃の評価が最も高く，運行便数の評価が最も低い結果

となった．バスの運行便数に対する不満は，バス乗車拒

否率や，バスを待つ時間の長さ等が直接影響していると

考えられる．バス乗車拒否とは，バス車内が満員のため，

乗車を拒否することを示す．金大100円バスの乗車拒否

率は，晴天時11％，雨天時31％であった．一方，バス定

着時刻を超えて待つ平均待ち時間は，約10分であった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 金大100円バスの運行体系に関する課題 

 本来，バストリガー方式は，交通事業者の経営リスク

を軽減するため，予め赤字に陥らない採算ラインを設定

し，採算ラインを下回れば廃止するものである．一方，

金沢バストリガー方式に基づく金大100円バスの運行開

始以後，設定された採算ラインを大きく上回っていたに

もかかわらず，実証実験後，金大100円バスの廃止につ

ながった．本調査では，採算ラインを上回っていたにも

かかわらず，金大100円バスの廃止につながった要因を

検討し，バストリガー方式の課題について明らかにする． 

 交通事業者によると，廃止の原因は，金大100円バス

利用者の増加に伴うバス運行便数の増加により採算がと

れなくなったと述べている．金大100円バス導入前後の

運行便数を比較した結果，金沢大学行き・平日のバス運

行便数は，金大100円バス導入前の平成7年度で48本/日，

導入後の平成21年度で96本/日と約2倍に増加しているこ

とがわかる7)．バストリガー方式を継続するには，採算

 

 1     2    3     4     5 

表-1 アンケート調査項目 

項目 調査項目  

100 円バスの利用状況  
・知ったきっかけ   ・利用頻度  

・天候別利用状況  

個人交通状況  

（バス利用者対象）  

・バス利用の理由  ・利用するバス停  

・100 円バス評価（ 5段階評価）  

居住地選択要因調査  
・居住地、住居形態  

・居住地選択重視評価  （5段階評価）  

個人属性  
・学年、性別等  

・利用できる交通手段  

 
 

 

図-2 学年別金大100円バス利用者割合 

不満                  満足 

図-4 金大 100円バスの利便性評価平均値(N=410) 

N=155 
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ラインの設定時に，バスの運行便数の増加を考慮するこ

とや，場合により臨時の協議で検討する必要があると考

える．一方，通学ラッシュ時の大学行きバス車内は混雑

しているが，折り返しのバス車内は人がほとんど乗って

おらず，大学行き・帰りや時間帯によるバス一台の乗車

人数あたりの運行コストに差が生じていることから，効

率的な運行体系の構築も必要であると考える． 

 次に，運賃収入の評価について検討する．バストリガ

ー方式の評価は，採算ラインに基づいて評価されており，

指標は運賃収入額となっている．金沢バストリガー方式

に基づく金大100円バスの運賃収入額は，現金による支

払いを除く， ICカードのICaによる支払いのみに限定し

ている．このICaは，平成17年度末に導入されたもので，

直後の平成18年度から金大100円バスの運行が開始され

た．課題点は，もともと現金による支払いをしていたバ

ス利用者がICaによる支払いへシフトしたことで，利用

者数が増加したようにみえる，みかけ上の利用者数の増

加分（みかけ上の運賃収入額の増加分）が含まれている

ことである．交通事業者は，金大100円バス区間内にお

ける現金を含む運賃収入額の総額で，みかけ上の利用者

数の増加分を把握できていた可能性も考えられるが，利

用者に対して情報公開されていたデータからは，みかけ

上の利用者数増加分は考慮されていなかった．その結果，

金大100円バス利用者からは，採算ラインを満たしてい

たにもかかわらず，金大100円バスの廃止につながった

ことに対する不満が多く聞かれた．  

 現金支払者とICカード支払者の両者が受けられるバス

トリガー方式に基づく公共交通サービスがあるならば，

指標となる運賃収入額は両者それぞれの支払額を対象と

すべきであり，公共交通サービスの受益者と運賃の支払

い者は，同じ範囲とすることが望ましいと考える． 

 

4. バストリガー方式の全国的導入に関する課題 

 

 バストリガー方式の導入の際は，事前に設定した採算

ラインを満たさなければ，元の公共交通サービス水準に

戻すという協定を利用者（利用者の代表）と締結を行う． 

 金沢市では，路線バスを運営する交通事業者が一つし

かないため，産官学が協働しながら，地域交通を支えて

いる現状である．一方，全国の市町村では，多数の交通

事業者が存在している地域もあり，ある一つの交通事業

者が経営戦略な意味でバストリガー協定を締結し，運賃

の値下げ等を行うと，他の交通事業者の経営等に影響を

及ぼす可能性がある． 

 岸井は，経営組織が完全に一体化する合併や持株会社

を除く業務活動，および価格・数量に関する提携・協定

に対する独占禁止法について検討している8)．それによ

ると，運輸における独占禁止法の適用除外に関しては，

道路運送法（18条以下），航空法（110条以下），海上

運送法（28条以下）に規定されており，いずれの法律に

おいても，①利用者の利益を不当に害さないこと，②不

当に差別的でないこと，③加入および脱退を不当に制限

しないこと，④協定の目的に照らし必要最小限であるこ

との４つの要件を全て満たす必要があるという． 

一方で，岸井は，運輸における適用除外の対象は，運

輸に関する協定のうち，過疎地域の生活路線における共

同経営に関する協定と，運行時刻などに関する共同経営

に関する協定に限られるが，価格カルテルは，市場メカ

ニズムの機能を失わせるものとして悪性が強いことや，

除外の対象となっているのは市場分割ないしはこれに付

随する数量制限であり，運賃協定は不可分であるとは言

えないことなどから，地域住民の生活路線の維持のため

の運賃協定であったとしても，必ずしも適用除外になる

とは限らないとと解釈している． 

今後，全国的にバストリガー方式を展開し，協定を締

結する際は，締結する相手や地域特性などを考慮しなが

ら，法律に準拠し，検討していく必要がある． 

 

5. まとめ 

 

 本研究では，金沢バストリガー方式の導入事例から，

公共交通の利用促進効果や交通事業者の経営面における

課題について検討し，持続可能な地域交通に向けたバス

トリガー方式の有用性を検討した． 

 金沢バストリガー方式に基づく金大100円バス利用実

態調査や利用者の利便性評価から，バスの利用促進や利

便性向上に大きな効果があった．一方，交通事業者のさ

らなる経営リスクを減らすためには，協定に関する柔軟

な協議体制の構築が必要である． 

 バストリガー方式は，交通事業者および利用者にとっ

て，Win-Winの関係を構築することが可能であり，公共

交通の経営的な側面からみても，持続可能な地域交通の

確保に向けた施策として十分期待できるものである．さ

らに，運賃の引き下げや路線の新設など，ハード的な交

通施策であることから，利用者に対する公共交通につい

てのモビリティ・マネジメント（MM）のようなソフト

的な交通施策を組み合わせることで，公共交通の利用促

進における相乗効果が期待される． 

 今後，バストリガー方式の全国的展開に向けて，協定

等に関する法律に準拠しながら検討していく必要がある

と考える． 
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